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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項 

1 決議内容の概要 
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため

に必要な体制の整備」について、以下の通り基本方針を平成 29 年 4 月 21 日開催の取締役会において決議しており

ます。 

１．総論 

 本決議は会社法第 362 条第５項に基づき、代表取締役社長により具体的に構築される当社の内部統制システムの基 

本方針を明らかにするものである。本決議に基づく内部統制システムの構築は各担当部門長の下で実行され、不断

の見直しにより改善が図られるものである。 

２．取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社の役職員はセコムグループの一員として、法令・定款遵守（コンプライアンス）を含む職務執行の行動基準で

ある「セコムグループ社員行動規範」に基づき行動することが求められる。「セコムグループ社員行動規範」は、親

会社であるセコム株式会社が創業以来培ってきたセコムの理念をもとに、すべての役職員の公私に亘るあり方と具体

的な日々の職務執行における行動基準 (反社会勢力との関係遮断を含む)を定めたものであり、すべての行動の根幹

となる規範である。当社におけるコンプライアンスの運用体制は次のとおりである。 

①当社の事業にとって不可欠な要件は、法令・定款の遵守はもとより、その精神に基づいた、より厳格な組織運営を

行うことにある。これを実践するべくグローバルに法令遵守水準の維持・改善に責任を有するコンプライアンス統

括責任者を置くとともに、コンプライアンスを含む行動規範の第一線の推進者は一人ひとりの社員であるという考

えに基づき、その指導推進は各組織ラインの責任者が行い、代表取締役社長が全社を統括する。

②各分野別の責任を持つ部門長は、特に自らの担当する分野の関連法規及び当該法規の業務運営との関連について精

通し、法改正等への対応策を代表取締役社長に提案する責任を有する。法務部門その他の関連部署はこれらを支援

し横断的に整合を取る。

③代表取締役社長の命により内部監査部門が適時組織横断的に査察し、法令及び当社規程の遵守を推奨することによ

り士気を向上させるとともに矯正すべき事項を指摘する。査察の結果は代表取締役社長に直ちに報告される。

④役職員は行動規範に反する行為を知ったときは臆することなく、しかるべき上司に報告する義務を負っているが、 

報告しても是正措置がとられない場合や報告することが困難な状況にある場合等のときは、法務部門に通報できる

社内通報窓口（ほっとヘルプライン）を設置する。また、匿名の通報を希望する者のために、外部弁護士による「社

外通報窓口」を設けている。この通報により通報者は何らの不利益も受けず、そのことは秘密事項として扱われる

とともに直ちに必要な調査が行われ適正な処置がとられる。

⑤会社組織の維持発展の要である組織風土に関する重要な問題（コンプライアンスにかかわる事項を含む）を審査

し、事業リスクに関する重要な決定を行うため代表取締役社長を委員長とする常設のコンプライアンス経営実行委

員会を設置する。コンプライアンスにかかわる重要な事項の制定・改正は、コンプライアンス経営実行委員会で審

議のうえ、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

⑥財務報告に係る内部統制については企業会計審議会の基準に従い基本的計画及び方針を決定し評価を行う。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役の職務執行に係る情報(取締役会議事録・決裁文書など)は、当社規程に従い適切に保存及び管理（廃棄を含

む）を行い、必要に応じて運用状況を検証し、見直しを行う。

②①の規程等の新設、重要な改変は、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社はリスク管理規程を定め、事業リスクに対応する管理態勢を整備し組織的・継続的に監視することを徹底する

ほか、リスクごとに管理責任を明確にし責任者を選任する。 当該責任者は次の責任を有する。

(1)あらかじめリスクを想定・分類する

(2)有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する

(3)日常的なリスク管理状況の監査を実施する

②同責任者は、代表取締役社長、取締役会、監査役会にリスク管理に関する事項を報告する。

③リスク管理規程の重要な改変は、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

当社のリスクを次の通り分類する。

・ハザードリスク（災害・事故等）

・戦略リスク（事業戦略・計画等）

・業務リスク（業務事故・取引事故等）

・報告リスク（財務報告・公的報告等）

・コンプライアンスリスク（法令・内規等）
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５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①全取締役は、取締役会における経営上の意思決定、取締役の執行上の意思決定その他すべての業務運営の基本とな

る理念を共有するため、「経営理念と社員行動規範」を基軸とする運営・執行を行う。

②当社は取締役の職務の執行にあたり、全社総力を結集するため、ＩＴを駆使したシステムによって即時にその徹底

を図る体制をとる。また、示通達の周知や決裁文書による個別意思決定、執行のためのＩＴシステムを整備し、速

やかに徹底・実行できる体制とする。

③当社は中長期の「事業ビジョン」を共有し、その実現に向けて年次事業計画を取締役会で策定、その進捗を取締役

会で審議する。

６．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

６-１．親会社との関係にかかる体制

①当社は、上場会社として独立した立場で経営の決定を行なう。

②パスコグループ各社は「経営理念と社員行動規範」を基本理念として、グループの役職員が一体となって適正

な業務運営に努める。

③セコムグループ総体としての事業ビジョン達成に向けグループシナジーを高めるため、重要意思決定について

の親会社との事前協議・承認事項の整合、重要事項報告の確認を明確にする。

６-２．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社の役職員は子会社との間のグループ運営において「グループ会社運営規程」にもとづき行動する。

②パスコグループ各社は、その規模・業態・グループ戦略上の位置づけ等をふまえ、業務の適正を確保するため

の当社の体制に準じて必要な整備を行う。

③当社の代表取締役社長は内部監査部門に命じ、必要に応じて子会社を査察するものとし、子会社は親会社であ

る当社の査察を受け入れ、その指導を受けるとともに、当社と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題及

び事業リスクの把握に努める。

④子会社各社の役職員がコンプライアンスに反する行為を知った時に当社の法務部門に通報できる社内通報窓口

（ほっとヘルプライン）を設置する。

⑤重要な子会社については当社の監査役が訪問し、内部統制に関する監査を実施する。

⑥当社監査役会は、グループ各社の監査役と緊密な連絡をとり、情報の共有化を図る。

６-３．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社の代表取締役社長は、子会社の社長並びに監査役等と緊密な連絡をとることにより、グループ情報並びに

運営理念の共有化を図り、グループ総体の内部統制にかかわる諸問題の討議等を行い、業務の適正に努める。

６-４．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

パスコグループ各社は「リスク管理規程」に則り、事業リスクに対応する管理態勢を整備するとともに、「グル

ープ会社運営規程」に則り、運営管理事項の報告を行う。また重要事項発生時には当社に遅滞のない報告を行い

当社の統制下で適切な対応をとる。

６-５．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

パスコグループ各社はＩＴを駆使したシステムによって職務の執行にあたるとともに、パスコの情報セキュリ

ティ基本方針に則り運営管理及び経営情報等についてＩＴ統制を行う。またその運用状況について適時に親会社

である当社の査察を受けるものとする。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役の職務を補助する使用人が必要な場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命する。 

８．上記 7.の使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実効性の確保に関する事項 

①監査役補助者の評価は監査役が行い、その任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得

たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

②監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者はその命令に関して、取締役、使用人の指揮命令を受けず、

また報告義務も負わない。

９．監査役への報告に関する体制 

９-１．取締役および使用人が監査役に報告するための体制

①当社の役職員が監査役に報告すべき事項は、監査役会と協議のうえ次の通りとする。

(1)経営および財務並びに事業遂行の状況

(2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

(3)重要な訴訟・係争に関する事項

(4)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項

(5)重大な法令・定款違反

(6)社内通報窓口（ほっとヘルプライン）の通報状況及び内容

(7)コンプライアンス経営実行委員会その他で決議された事項

(8)その他コンプライアンス上重要な事項

②当社の役職員は、社内通報窓口（ほっとヘルプライン）により法務部門を通じて監査役へ報告する体制とする。
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９-２．当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者

および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

パスコグループ各社の役職員は、社内通報窓口（ほっとヘルプライン）により法務部門を通じて当社の監査役

へ報告する体制とする。 

１０．上記９．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体 

  制 

報告された内容は、「内部通報制度運用規程」に則り、秘密事項として扱われ報告者は何らの不利益も受けず、直

ちに必要な調査を行い適正な処置をとる。 

１１．会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は償還の処理に係る方針に関する事項 

当社は、監査役会に対して、監査役の職務の執行について生ずる正当な費用の前払又は償還を受ける機会を保証

する。 

１２．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①当社の監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するなど、監査が実効的

に行われるようにする。

②当社は、監査役会に対して、独自に弁護士に委任し、また、必要に応じて専門の会計士に委任し、監査業務に関

する助言を受ける機会を保証する。

2 体制の運用状況の概要 
当社は、前項 6-1 の基本方針に基づき内部統制システムを構築し、適切な運用を行っております。 

当事業年度におけるその運用状況の概要は、次のとおりです。 

① 業務執行の適正性および効率性等の確保について

当社は、経営理念に基づき「セコムグループ社員行動規範」を基準に法令・定款遵守の職務を執行しており、分野別

の法令改正への適切な対応、適時組織横断的な査察の実施、内部通報への適切な対応、財務報告に係る内部統制の有効

性に関する適切な評価により、業務の適正性を確保するよう努めております。また、より一層の内部統制強化およびコ

ーポレートガバナンス強化を図るべく昨年度から継続して改革改善を進めており、当年度中の実施を企図したすべての

施策について整備を完了し運用を開始しております。 

当事業年度は 16 回の取締役会を開催し、経営方針および経営戦略にかかる重要事項の決定ならびに取締役からの業

務報告を行うとともに、社外取締役および監査役を交えた活発な審議の下において業務執行状況の監督を行いました。 

また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス経営実行委員会を４回開催し、コンプライアンス（内部通報を

含む）および事業リスクに関する適時な情報の共有を図るとともにリスク管理を徹底しました。取締役会議事録・決裁

文書などは、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理を行っております。 

② 当社ならびに子会社における業務の適正性を確保する体制について

当社の役職員が子会社の取締役および監査役に就任し、子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを

監督するとともに、内部監査部門が監査計画に基づき当社各部門および子会社の業務監査を実施し、業務の適正性を確

保するよう努めております。また、月次にて報告された当社各部門および子会社からの運営概況をもとに、部門長並び

に子会社社長と適時に緊密な連絡をとり業務の適正に努め、「グループ会社運営規程」に基づく子会社からの重要事項

報告に対して適切に承認もしくは決裁等を行いました。 

③ 監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制について

当社は、監査役補助者として使用人を１名配置し、監査役の指示に従い監査業務を補助しております。監査役は、取

締役会のほか経営会議、投資会議ならびにコンプライアンス経営実行委員会等の重要会議に出席するとともに、稟議書

類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社及び子会社の役職員から職務執行状況を聴取しております。また、監査

役は、代表取締役社長、会計監査人ならびに内部監査部門との間で定期的に情報交換等を行っております。当事業年度

は 12 回の監査役会（常勤１名、社外３名）を開催しております。 
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

  1-1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　19社

主要な連結子会社の名称

㈱ＧＩＳ北海道、㈱ＧＩＳ関東、東日本総合計画㈱、㈱ＧＩＳ関西、㈱PASCO
SPACE MAPPING TECHNOLOGY 、 Aerodata International Surveys BVBA 、 PASCO
Europe B.V.、Keystone Aerial Surveys, Inc.、PT. Nusantara Secom InfoTech、
PASCO (Thailand) Co., Ltd.

(清算による減少) ㈱ＧＩＳ東北、FM-International Oy、PASCO Lao Sole Co., Ltd

(2) 主要な非連結子会社
Aerodata Remote Sensing B.V.、Aerodata Italia SRL、Aerodata France SARL、
Terra Imaging B.V.

(連結の範囲から除いた理由)
いずれの会社も小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ
していないためであります。

  1-2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数　 3社

　主要な持分法適用会社の名称
共立航空撮影㈱
BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS S.A.

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社等
①非連結子会社

Aerodata Remote Sensing B.V.、Aerodata Italia SRL、Aerodata France SARL、
Terra Imaging B.V.

②関連会社
Aerogrid LIMITED

③持分法を適用しない理由
いずれの非連結子会社及び関連会社も小規模会社であり、当期純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないためであります。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書
 類を使用しております。

  1-3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Aerodata International Surveys BVBA、PASCO Europe
B.V.、Keystone Aerial Surveys, Inc.、PT. Nusantara Secom InfoTech、PASCO
(Thailand) Co., Ltd.の他6社は決算日が12月31日であり、その決算日の計算書類
を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。他の連結子会社の決算日は、連結決算日（３月
31日）と一致しております。

連 結 注 記 表 
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1-4.会計方針に関する事項
(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

時価のあるもの 決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
　評価基準 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
　　仕掛品 主に個別法
　　その他のたな卸資産

商品・貯蔵品 最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物   10～50年
機械装置及び運搬具 ３～20年
工具、器具及び備品     ３～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
のれん 10年
自社利用のソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

(3)引当金の計上基準
①貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計
年度に対応する額を計上しております。

③工事損失引当金 請負業務等の損失に備えるため、将来損失が発生すると見込まれ、かつ、連結会計
年度末時点で当該損失額を合理的に見積ることが可能な請負業務等について、翌連
結会計年度以降の損失見積額を引当計上しております。

④契約損失引当金 将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計
上しております。

(4)重要な収益及び費用の計上基準
①請負業務の収益の計上基準

請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準(工事の進捗率の
見積りは原価比例法)を適用し、その他は工事完成基準を適用しております。
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(5)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
①消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

②退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ
る見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま
す。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により
発生の翌連結会計年度から損益処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により収益
処理しております。

未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括
利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記 

　 2-1.その他のたな卸資産の内訳

商 品 26,537 千円

貯 蔵 品 39,933

計 66,471

   2-2.有形固定資産の減価償却累計額 

12,576,530 千円

　 2-3.偶発債務

(保証債務)

　   他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。

Geotech Consulting Ltd 112,899 千円

個人住宅ローン等 69,079

COWI A/S 61,502

計 243,481

　 2-4.たな卸資産及び工事損失引当金の表示

　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建
てで表示しております。
　工事損失引当金に対応する仕掛品の額は574,440千円であります。
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３．連結損益計算書に関する注記 

3-1.工事損失引当金繰入額

売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額 972,534 千円

3-2.契約損失引当金繰入額

売上原価に含まれる契約損失引当金繰入額 516,187 千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

4-1.当連結会計年度末における発行済株式の種類、総数及び自己株式の数

（1）発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 73,851,334 － － 73,851,334

（2）自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,702,793 17,467 750 1,719,510

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 17,467 株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　買取請求にかかる売却による減少 750 株

4-2.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額  1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年６月22日
定時株主総会

普通株式 649,336千円 9.0円 平成29年３月31日 平成29年６月23日

(注)　連結子会社が所有する自己株式（当社株式）にかかる配当金は控除しております。なお、控除前の金額は
650,416千円であります。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。

(変動事由の概要)
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５．金融商品に関する注記 

   5-1.金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取り組み方針

     (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   5-2.金融商品の時価等に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 15,064,486 15,064,486 －
（2）受取手形及び売掛金 31,245,662

　　 貸倒引当金　※1 △ 367,039

30,878,623 30,878,623 －

（3）投資有価証券

　　 その他有価証券 420,457 420,457 －

 資産 計 46,363,566 46,363,566 －
（1）支払手形及び買掛金 4,831,214 4,831,214 －

（2）短期借入金 22,662,965 22,662,965 －

（3）長期借入金 18,078,341 18,077,197 △ 1,143

 負債 計 45,572,522 45,571,378 △ 1,143
　※1　受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行
借入及びセコムグループからの融資による方針です。

営業債権（受取手形及び売掛金）は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は
為替変動リスクに晒されております。当社グループは「与信管理に関する取扱規程」に従い、取引
先の信用状況を把握する体制としております。投資有価証券は、基本的に株式であり、市場価格の
変動リスクに晒されているため、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
　営業債務（支払手形及び買掛金）は、基本的に２ヶ月以内の支払期日であります。

資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は
主に設備投資に係る資金調達です。

また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成
するなどの方法により管理しております。

　平成30年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません（（注2）参照）。
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 （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資 産
      （1）現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金

      （3）投資有価証券

（単位：千円）

（単位：千円）

      負 債
      （1）支払手形及び買掛金、並びに（2）短期借入金

      （3）長期借入金

 （注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額543,327千円）、非連結子会社株式及び関連会社株式

 （注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

※受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。

 （注4）借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

６．１株当たり情報に関する注記  

１株当たり純資産額 190円78銭

１株当たり当期純利益  13円87銭

5年超
-

49,788

49,788

②連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

株式 98,127

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定され
る利率で割り引いて算定する方法によっております。

（連結貸借対照表計上額301,816千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）投資有
価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

64,856 △ 33,271

　これらは主として短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。

株式

連結貸借対照表計上額

①連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
その他有価証券で時価のあるもの　株式は取引所の価格によっております。

差額種類 取得原価

159,252355,601196,348

229,860

18,078,341

1年以内
15,064,486

1年超5年以内

短期借入金

-

受取手形及び売掛金 30,598,974

合計 45,663,460 229,860

現金及び預金

－22,662,965

1年以内 1年超5年以内

合計 22,662,965 18,078,341

長期借入金 －
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７．その他の注記

  7-1.（退職給付関係）

(1)採用している退職給付制度の概要

(2)複数事業主制度

①複数事業主制度の直近の積立状況（平成29年３月31日現在）
年金資産の額 188,590,405 千円

176,832,246

差　引　額 11,758,159

②複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合（平成29年３月31日現在）
9.4 ％

③補足説明

(3)確定給付制度
①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

退職給付債務の期首残高 8,349,821 千円

勤務費用 669,398

利息費用 30,234

数理計算上の差異の発生額 11,584

退職給付の支払額 △ 313,054

退職給付債務の期末残高 8,747,984

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

年金資産の期首残高 8,115,057 千円

期待運用収益 244,647

数理計算上の差異の発生額 △ 64,943

事業主からの拠出額 609,491

退職給付の支払額 △ 303,228

年金資産の期末残高 8,601,025

③簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 199,206 千円

退職給付費用 29,810

退職給付の支払額 △ 17,882

制度への拠出額 △ 30,517

退職給付に係る負債の期末残高 180,617

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び厚生年金基金制
度並びに一部について確定拠出年金制度を設けております。

  厚生年金基金制度は総合設立の厚生年金基金であり、当社及び連結子会社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度同様に会計処理
しております。
　なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法
により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高7,490,548千円から
別途積立金19,010,536千円および当年度剰余金238,170千円を控除した額です。本制度
における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、
連結計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金77,315千円を費用処理しております。

 なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗
じることで算定されるため、上記②の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致い
たしません。

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額
は、138,179千円であります。

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との
合計額

　厚生年金基金の代行部分について、平成27年11月１日に厚生労働大臣から将来分支給義
務免除の認可を受け、平成27年11月に最低責任準備金の一部である140,000,000千円を前納
しております。過去分については平成29年４月１日に返上の認可を受け、厚生年金基金か
ら企業年金基金へ移行しております。
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④退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る

負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 9,541,032 千円

年金資産 △ 9,284,107

256,924

非積立型制度の退職給付債務 70,652

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 327,577

退職給付に係る負債 327,577

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 327,577

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

⑤退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 669,398 千円

利息費用 30,234

期待運用収益 △ 244,647

数理計算上の差異の費用処理額 42,906

簡便法で計算した退職給付費用 29,810

確定給付制度に係る退職給付費用 527,702

⑥退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

数理計算上の差異 △ 33,622 千円

合計 △ 33,622

⑦退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識数理計算上の差異 △ 206,577 千円

合計 △ 206,577

⑧数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 0.3%
長期期待運用収益率 3.0%

(4)確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、215,359千円であります。
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  7-2.(減損損失関係)

(単位：千円)
場所 用途 種類 減損損失

東京都目黒区 事業用資産 ソフトウエア 43,292
オランダ王国 事業用資産 機械装置及び運搬具 55,686

建物及び構築物 816
機械装置及び運搬具 238,215
工具、器具及び備品 13,616
ソフトウエア 12,860

計 364,489

　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分に基づいて、賃貸用資産及び遊休
資産については個別物件単位でグルーピングを行っております。
　減損算定の結果、事業用資産において、収益性の低下により資産の回収可能額が帳簿価額を
下回るため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を「減損損失」として計上してお
ります。なお、資産の回収可能額は、ベルギー王国に所在する機械装置及び運搬具の一部の資
産については正味売却価額により、その他の資産については使用価値により測定しておりま
す。使用価値については将来キャッシュ・フローがマイナスとなるため、零と算定しておりま
す。正味売却価額については市場価格に基づき算定しております。

ベルギー王国 事業用資産
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記  

1-1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの 決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準　原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
　仕掛品 個別法
　商品・貯蔵品 最終仕入原価法

1-2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物   13～50年
構築物   10～15年
機械及び装置  ５～15年
車両運搬具 　６年
工具､器具及び備品　　 ３～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウェア  ５年（社内における利用可能期間）

(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

(4)長期前払費用 定額法を採用しております。

1-3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

(2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度
に対応する額を計上しております。

(3)工事損失引当金 請負業務等の損失に備えるため、将来損失が発生すると見込まれ、かつ、事業年度
末時点で当該損失額を合理的に見積ることが可能な請負業務等について、翌事業年
度以降の損失見積額を引当計上しております。

(4)契約損失引当金 将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計
上しております。

(5)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により
発生の翌事業年度から損益処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により収益
処理しております。

1-4.重要な収益及び費用の計上基準
(1)請負業務の収益の計上基準

請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準(工事の進捗率の
見積りは原価比例法)を適用し、その他は工事完成基準を適用しております。

1-5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

個 別 注 記 表 
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２. 貸借対照表に関する注記 

2-1.有形固定資産の減価償却累計額 8,656,552 千円

2-2.偶発債務

(保証債務)

他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。

Aerodata International Surveys BVBA 130,520 千円

112,899

69,079

COWI A/S 61,502

計 374,001

2-3.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分掲載されたもの以外の関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。

関係会社に対する債権 短期金銭債権 523,110 千円

長期金銭債権 1,209,215

関係会社に対する債務 短期金銭債務 15,244,930

2-4.たな卸資産及び工事損失引当金の表示

Geotech Consulting Ltd

個人住宅ローン等

　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、
相殺せずに両建てで表示しております。
　工事損失引当金に対応する仕掛品の額は602,177千円であります。
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３．損益計算書に関する注記  

3-1.関係会社との取引高

営業取引による取引高 

　　売上高 176,475 千円

    仕入及び外注高等 1,949,922

営業取引以外の取引高 329,572

3-2.工事損失引当金繰入額

売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額 875,833 千円

3-3.契約損失引当金繰入額

売上原価に含まれる契約損失引当金繰入額 672,937 千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

    当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,582,793 39,467 750 1,621,510

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　子会社清算に伴う残余財産の分配による増加 22,000 株

　単元未満株式の買取りによる増加 17,467 株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　買増請求にかかる売却による減少 750 株

－16－ 



５．税効果会計に関する注記 

5-1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

投資有価証券評価損 1,117,727 千円

貸倒引当金 472,125

固定資産評価損 327,664

決算訂正による影響額 300,437

未成工事損失金 268,005

契約損失引当金 205,918

繰越欠損金 169,632

賞与引当金等 167,513

減価償却費 57,499

未払事業税、未払事業所税 56,499

その他 158,192

繰延税金資産小計 3,301,217

評価性引当額 △ 1,641,773

繰延税金資産合計 1,659,443

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額 △ 38,550

前払年金費用 △ 37,588

その他 △ 1,634

繰延税金負債合計 △ 77,773

繰延税金資産(負債)の純額 1,581,670
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６．関連当事者との取引に関する注記 

6-1.親会社及び法人主要株主等 
議決権等
の所有 取引金額 期末残高

(被所有)割合 役員の 事業上 (千円) (千円)
(％) 兼任等 の関係

資金の借入 15,000,000
親会社 セコム㈱ (被所有) 役員の受入 資金の借入 資金の返済 15,000,000 短期借入金 15,000,000

(直接) 72.6 　　4人 利息の支払 14,779
(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。　

6-2.子会社及び関連会社等
議決権等
の所有 取引金額 期末残高

(被所有)割合 役員の 事業上 (千円) (千円)
(％) 兼任等 の関係

Aerodata International (直接) 76.7 役員の派遣 破産更生
子会社  Surveys BVBA (間接) 23.3 　　3人 資金の貸付 ― ― 債権等 964,277
(注) Aerodata International Surveys BVBAに対する破産更生債権等について貸倒引当金964,277千円を計上して

　 　おります。

6-3.兄弟会社等 
議決権等
の所有 取引金額 期末残高

(被所有)割合 役員の 事業上 (千円) (千円)
(％) 兼任等 の関係

親会社の

子会社 セコムクレジット㈱ なし ― 資金の借入 利息の支払 50,399 長期借入金 18,000,000
(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。　

７．1株当たり情報に関する注記  

１株当たり純資産額 137円08銭

１株当たり当期純利益 0円34銭

科目

会社等の名称 取引の内容
関係内容

種類 科目

種類 会社等の名称
関係内容

取引の内容

科目種類 会社等の名称
関係内容

取引の内容
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８．その他の注記

8-1.(退職給付関係)
(1)採用している退職給付制度の概要

(2)複数事業主制度

①複数事業主制度の直近の積立状況 （平成29年３月31日現在）

年金資産の額 188,590,405 千円

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額
との合計額

176,832,246

差　引　額 11,758,159

②複数事業主制度の掛金に占める当社の割合（平成29年３月31日現在）

8.5 ％

③補足説明

(3)確定給付制度
①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 8,276,465 千円

勤務費用 662,986

利息費用 25,307

数理計算上の差異の発生額 14,504

退職給付の支払額 △ 303,228

退職給付債務の期末残高 8,676,034

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 8,099,512 千円

期待運用収益 242,985

数理計算上の差異の発生額 △ 71,878

事業主からの拠出額 609,318

退職給付の支払額 △ 303,228

年金資産の期末残高 8,576,709

③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

積立型制度の退職給付債務 8,676,034 千円

年金資産 △ 8,576,709

99,324

未認識数理計算上の差異 △ 222,163

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 122,838

前払年金費用 △ 122,838 千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 122,838

  厚生年金基金制度は総合設立の厚生年金基金であり、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計
算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

　当社は、確定給付型の制度としての退職一時金制度及び厚生年金基金制度並びに一部について確定拠出
年金制度を設けております。

 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高7,490,548千円から別途積立金
19,010,536千円および当年度剰余金238,170千円を控除した額です。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は、計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金
69,825千円を費用処理しております。
 なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定
されるため、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、
125,807千円であります。

　厚生年金基金の代行部分について、平成27年11月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を
受け、平成27年11月に最低責任準備金の一部である140,000,000千円を前納しております。過去分につい
ては平成29年４月１日に返上の認可を受け、厚生年金基金から企業年金基金へ移行しております。

－19－ 



④退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 662,986 千円

利息費用 25,307

期待運用収益 △ 242,985

数理計算上の差異の費用処理額 43,655

確定給付制度に係る退職給付費用 488,963

⑤数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 0.3%
長期期待運用収益率 3.0%

(4)確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、215,359千円であります。
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8-2.(減損損失関係)

(単位：千円)
場所 用途 種類 減損損失
東京都目黒区 事業用資産 ソフトウエア 43,292

　減損算定の結果、事業用資産において、収益性の低下により資産の回収可能額が帳簿価額
を下回るため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を「減損損失」として計上し
ております。なお、資産の回収可能額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッ
シュ・フローがマイナスとなるため、零と算定しております。

　当社は、事業用資産については管理会計上の区分に基づいて、賃貸用資産及び遊休資産に
ついては個別物件単位でグルーピングを行っております。
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